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   処遇改善･受注拡大･組織建設情報  ２０２１年１月１５日（金） 

 建設キャリアアップシステムニュース 第９６号 

               東京土建一般労働組合 ＣＣＵＳ推進室 

都連、全建総連が予算確保の行動でＣＣＵＳも要請・要求 

国交大臣、普及のカギは自治体工事、モデル対象拡大

東京都連予算要請行動 
１１月２５日、全建総連東京都連が都産業

労働局へ要請行動を実施しました。 

ＣＣＵＳについて財務局契約調整技術担当

課長が「国の動向や都内建設事業者等の合

意形成の進展などについて周知していく」、都

市整備局建設業課長代理が、経審審査基準

が今年４月に政令改正されレベル３・４の技能

者である技術職員に評点が付与されること、Ｃ

ＣＵＳをホームページやリーフレット送付で周

知をはかっている、と回答し、オリパラ局事業

推進課長代理は「動向を注視している」と、受

身姿勢です。 

懇談のなかで契約調整技術担当課長は、

「担い手確保において非常に有効なものだ」と

しながらも、「状況をしっかりと見ていき、このよ

うな場を通じて皆様の意見を聞きながら、支援

の有無を含め、在り方について今後も引き続

き検討していきたい」と様子見であり、積極的

な取り組みを強く要請されました。 

全建総連予算要求行動 
１２月９・１０日に厚労・国交大臣等への予算

要求行動が行われ、赤羽国交大臣に全建総

連中西委員長等が要請しました。 

不動産・建設経済局・ＣＣＵＳ関連では、「Ｃ

ＣＵＳを活用した賃金引き上げ・処遇改善は

重要である」「先日建設業団体と懇談したがＣ

ＣＵＳの取り組みが不十分だと意見を受けた」

「対象工事を拡大してしっかり登録者の調査

分析をしなくてはならない」「地方発注工事は

大事で都道府県に広めていきたい」など、大

臣からコメントがありました。 

全建総連側からは「ＣＣＵＳを法的に位置

づけられないか」「一部の認定登録機関に過

重な負担がかかっているので軽減対策を検討

してほしい」「賃金をしっかり引き上げて夢のあ

る建設産業にしてほしい」と発言、大臣は「し

っかり承った。建設産業が維持・発展していく

ようにしなければならない」と述べられました。 

厚労省職安局では建設・港湾対策室長が、

ＣＣＵＳ普及促進に向けた制度創設に「全建

総連とも相談しながら具体的な施策を検討し

たい」なの回答がありました。 

建設４団体と意見交換会で 
大臣発言 自治体工事がカギ 
１１月３０日、建設４団体（日建連、全建、全

中建、建専連）は赤羽一嘉国交大臣との意見

交換会で、建設技能者にしわ寄せが行かな

いようＣＣＵＳ活用が急務であること、処遇改

善のため社保加入促進とＣＣＵＳ浸透につい

て国のリーダーシップの発揮を求めました。特

に、ＣＣＵＳの法令に基づく義務化、技能者・

事業者双方のメリットの明確化、全ての公共工

事と１０億円以上の民間工事でのカードリーダ

ー設置を要望しました。 

国交大臣は、ＣＣＵＳは「地域の守り手であ

る地場の建設企業にしてみれば、目の前の工

事に関係がないというのが現実」であり、地域

建設事業者の主戦場である「自治体工事にＣ

ＣＵＳを広げていかなければ意味がない」「業

界共通の制度インフラとして育て、定着させる」

と述べ、関係部局へ次のような指示をしたとし、

スピーディーに進めたいと決意を示しました。 

❶２０２１年度は国直轄工事のＣＣＵＳ義務

化モデル現場工事などの拡大と自治体での

活用要請のほか、都市再生機構、水資源機

構、高速道路会社などの独立行政法人・特殊

会社で活用し、２３年度からの「あらゆる工事

でのＣＣＵＳ完全実施」をめざす、❷２０年度の

1／１４現在 数 
技 能 者 登 録 ３０７８ 
事 業 者 登 録 ９２３ 
技能者助成給付 ２４５２ 
認定登録機関設置 ２６ 
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能力評価基準によるレベルの記入欄を新設し

た調査票による公共工事労務費調査により賃

金実態の把握・分析を踏まえ、標準見積書改

訂による職長手当等の別枠請求を可能にし、

技能と経験に応じた賃金支払いを実現させて

いく、❸１１月からが始まった建退共電子申請

方式試行を２１年度に本格実施など利便性・

生産性向上をはかる。（１２／１・２業界紙報道。

下図はＣＣＵＳ第１１回運営委員会１０／２０の

資料より）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ緊急宣言対応 
１／１１の新型コロナ感染緊急事態宣言に

について振興基金は、ＨＰに認定登録機関業

務を継続すると掲載します。登録業務の時間

短縮等の対応をとる機関（支部）は、基金およ

び本部へ対応内容を連絡下さい。 

支部の動き（１２月報告①） 
１２月末現在、全国登録(ＩＤ発行数)は下記。 

技能者４４３，３６８件（東京４７，５５１件） 

事業者 ８５，６５５件（東京１１，１５０件） 

◆足立 ゼネコンから言われての登録が９割。

登録後の変更の相談が増えた。１２月中に

終わらせたいという会社が多い印象。１月１

２日に認定登録機関用ＰＣが増設。 

◆文京 問合せ増加。事業所登録のため申

請書郵送もある。 

◆江戸川 未加入事業所やネット申請不備の

問合せ、多い。大口の技能者申請が増加。 

◆豊島 組合員からの登録依頼多い。未加入

事業所の問い合わせも増加傾向。 

◆港 竹中、清水・大成の現場従事の事業所

複数から急いで登録しないと入場できない、

と相談。下請３０者について申請方法を案

内。１０月以降、相談が急増している。 

◆品川 問合せ１０月多かった、１１月に分散

してもらって対応。登録作業に慣れてきた。 

特定外国人受入事業制度・レベル判定システム代行申請実務研修（本部技対部）が開催されます 
２月４日（木）午前１０～午後 3時 けんせつプラザ東京 WEB開催 全支部からの参加

を！ 


